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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁紙基材と、金属を含む樹脂成分からなる金属含有樹脂被膜層と、該金属含有樹脂被膜
層上に設けられた壁紙化粧用被膜層とを有し、
　金属含有樹脂被膜層がポリウレタンを含有し、壁紙化粧用被膜層が塩化ビニル樹脂また
はポリオレフィンで構成されていることを特徴とする電磁波シールド壁紙。
【請求項２】
　壁紙基材の一方の面に金属含有樹脂被膜層が設けられ、他方の面に粘着剤層が設けられ
ていることを特徴とする請求項１に記載の電磁波シールド壁紙。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電磁波シールド壁紙が貼り付けられていることを特徴とする
電磁波シールドルーム。
【請求項４】
　１０ＭＨｚ～１ＧＨｚ領域の電磁波電界成分の全域において、１０ｄＢ以上の電磁波シ
ールド性能を有する請求項３に記載の電磁波シールドルーム。
【請求項５】
　電磁波シールド壁紙のつき合わせ部の金属含有樹脂被膜層同士が電磁波シールド性能を
有する補強テープで接続されていることを特徴とする請求項３または４に記載の電磁波シ
ールドルーム。
【請求項６】



(2) JP 4346407 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

　壁紙基材上に金属含有樹脂被膜層を設ける金属含有樹脂被膜層形成工程と、金属含有樹
脂被膜層に壁紙化粧用樹脂溶液を直接塗布して壁紙化粧用被膜層を設ける壁紙化粧用被膜
層形成工程とを有し、金属含有樹脂被膜層がポリウレタンを含有し、壁紙化粧用樹脂溶液
が塩化ビニル樹脂またはポリオレフィンを含有することを特徴とする電磁波シールド壁紙
の製造方法。
【請求項７】
　金属含有樹脂被膜層を１回以上加熱処理する加熱工程を有することを特徴とする請求項
６に記載の電磁波シールド壁紙の製造方法。
【請求項８】
　加熱工程において、加熱処理の温度が５０～２００℃であることを特徴とする請求項７
に記載の電磁波シールド壁紙の製造方法。
【請求項９】
　加熱工程において、金属含有樹脂被膜層を加圧処理することを特徴とする請求項７また
は８に記載の電磁波シールド壁紙の製造方法。
【請求項１０】
　加熱工程において、加熱温度５０～１５０℃で加熱処理した後、加熱温度５０～２００
℃で加熱しながら加圧処理することを特徴とする請求項９に記載の電磁波シールド壁紙の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既存のオフィスビルや一般住居等の建物に電磁波シールド性を持たせるため
に、室内壁面に貼り付けられる電磁波シールド壁紙およびその製造方法、さらには、電磁
波シールド壁紙を用いて作られる電磁波シールドルームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電波を利用する情報処理及び通信技術の進歩に伴い、既存のオフィスビルや一般住居等
の建物において、電子機器の誤動作防止や情報漏洩防止などの観点から、建物内部を外部
に対して電磁的に遮蔽する必要が生じている。建物内部を電磁的に遮蔽する場合には、建
物内部の壁面に、電磁波シールド性を有する電磁波シールド壁紙を貼り付けることがある
。なお、電磁波シールド性が付与された部屋のことを電磁波シールドルームという。
　電磁波シールド壁紙としては、例えば、特許文献１～３に記載されている。
　特許文献１の電磁波シールド壁紙は、装飾性を有する紙又は織布若しくは不織布からな
る壁紙材の裏面全面に、その壁紙材に比し重ね代の幅だけ横幅が広い導電性薄膜を、その
重ね代が壁紙材の幅方向片側にはみ出るように貼付けた電磁シールド内装クロス（壁紙）
であって、導電性薄膜が銅箔又はアルミニウム箔であり、導電性薄膜の厚さが２０μｍ以
下のものである。
　特許文献２の電磁波シールド壁紙は、表面と裏面に傷付き防止のための塩化ビニルの保
護層を設け、アルミニウム金属シートからなる導電体層をシールド層としたものである。
　特許文献３の電磁波シールド壁紙は、壁紙などの基材に、亜鉛、亜鉛・アルミ合金が金
属溶射法により溶射されて電磁波シールド性を持たせたものである。
【０００３】
　また、電磁波シールド性を有する電磁波シールドルームは、アルミ箔が貼り付けられた
石膏ボードを施工することで作製されることがある。このような場合、次のようにして電
磁波シールドルームを作製する。
　すなわち、石膏ボードにアルミ箔を貼り、その石膏ボードを壁等に取り付け、その後、
隣接する石膏ボードのアルミ箔同士を電気的に接続するように、アルミ箔上に導電性テー
プを貼り付けて、石膏ボードと石膏ボードとの隙間を継ぐ。そして、この石膏ボード上に
化粧用壁紙を貼って電磁波シールドルームにする。
　また、石膏ボードを施工した後、石膏ボード上にアルミ箔を貼り、次いで、隣接する石
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膏ボードのアルミ箔同士のつき合わせ部に導電性テープを貼って接続し、その後、石膏ボ
ード上に化粧用壁紙を貼って電磁波シールドルームにしてもよい。
【特許文献１】特開２００１－６０７８９号公報
【特許文献２】特開２０００－５４５２３号公報
【特許文献３】特開平６－３２６４９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１～３に記載の電磁波シールド壁紙は、いずれも導電性が高い
導電性金属箔を有しているため、電磁波シールド性は良好である一方で、通常の製品輸送
形態であるロール状に巻き回した場合には不都合が生じていた。すなわち、導電性金属箔
は柔軟性が低いため、ロールの巻きを解いても巻き癖がついているため、施工しにくかっ
た。また、強く折れ曲げたりすると折れ皺や折れ筋の跡が残るので、施工後の意匠性が低
下した。
　そのため、導電性金属箔を有する電磁シールド壁紙は取扱いが難しく、施工の際には特
別の熟練技術が必要であった。そのため、通常では、専門の職人が施工していた。
【０００５】
　また、電磁波シールドルームを作製する際に、アルミ箔が貼り付けられた石膏ボードを
用いる場合には、アルミ箔を石膏ボードに貼り付けるのが困難であるという問題があった
。すなわち、アルミ箔などの導電性金属箔は形状維持性を有しているとともに、皺が発生
しやすいなどの特徴を有しているため、その貼付作業は専門の職人にしかできなかった。
【０００６】
　このように、従来では、電磁波シールドルームを作製する際には、専門の職人を雇う必
要があり、そのための費用を要する上に、その職人のスケジュールに合わせて工事しなけ
ればならないため、工事期間が長くなりがちであった。
　本発明は、柔軟性に優れ、ロール巻きの巻き癖の発生が抑制され、折れ皺や折れ筋の発
生がなく、従来の施工法で容易に糊付け作業や貼り付け作業ができ、しかも、電磁波シー
ルド性に優れた電磁波シールド壁紙を提供することを目的とする。さらには、そのような
電磁波シールド壁紙を製造する製造方法および電磁波シールド壁紙を用いた電磁波シール
ドルームを提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電磁波シールド壁紙は、壁紙基材と、金属を含む樹脂成分からなる金属含有樹
脂被膜層と、該金属含有樹脂被膜層上に設けられた壁紙化粧用被膜層とを有し、
　金属含有樹脂被膜層がポリウレタンを含有し、壁紙化粧用被膜層が塩化ビニル樹脂また
はポリオレフィンで構成されていることを特徴としている。
　本発明の電磁波シールド壁紙においては、壁紙基材の一方の面に金属含有樹脂被膜層が
設けられ、他方の面に粘着剤層が設けられたものであってもよい。
　また、金属含有樹脂被膜層上に、壁紙化粧用被膜層が設けられていてもよい。
【０００８】
　本発明の電磁波シールドルームは、上述した電磁波シールド壁紙が貼り付けられている
ことを特徴としている。
　本発明の電磁波シールドルームは、１０ＭＨｚ～１ＧＨｚ領域の電磁波電界成分の全域
において、１０ｄＢ以上の電磁波シールド性能を有することが好ましい。
　また、本発明の電磁波シールドルームは、電磁波シールド壁紙のつき合わせ部の金属含
有樹脂被膜層同士が電磁波シールド性能を有する補強テープで接続されていてもよい。
【０００９】
　本発明の電磁波シールド壁紙の製造方法は、壁紙基材上に金属含有樹脂被膜層を設ける
金属含有樹脂被膜層形成工程と、金属含有樹脂被膜層に壁紙化粧用樹脂溶液を直接塗布し
て壁紙化粧用被膜層を設ける壁紙化粧用被膜層形成工程とを有し、金属含有樹脂被膜層が
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ポリウレタンを含有し、壁紙化粧用樹脂溶液が塩化ビニル樹脂またはポリオレフィンを含
有することを特徴としている。
　本発明の電磁波シールド壁紙の製造方法は、金属含有樹脂被膜層を１回以上加熱処理す
る加熱工程を有することが好ましい。
　その加熱工程においては、加熱処理の温度が５０～２００℃であることが好ましい。
　また、加熱工程において、金属含有樹脂被膜層を加圧処理することが好ましい。その場
合、加熱温度５０～１５０℃で加熱処理した後、加熱温度５０～２００℃で加熱しながら
加圧処理することが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の電磁波シールド壁紙によれば、柔軟性に優れ、ロール巻きの巻き癖の発生が抑
制され、折れ皺や折れ筋の発生がなく、従来の施工法で容易に糊付け作業や貼り付け作業
ができ、しかも、電磁波シールド性に優れている。
　また、本発明の電磁波シールドルームは、十分な電磁波シールド性を有している上に、
意匠性に優れている。
　また、本発明の電磁波シールド壁紙の製造方法は、上述した電磁波シールド壁紙を容易
に製造できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の電磁波シールド壁紙は、壁紙基材と、金属を含む樹脂成分からなる金属含有樹
脂被膜層とを有するものである。
　ここで、壁紙基材としては、壁紙に一般的に使用されている坪量（ｍ２ 当たり）５０
ｇ～２００ｇの不燃紙、難燃紙、あるいは普通紙を使用することができる。また、この壁
紙基材には、必要に応じて、防水加工等の目的で樹脂膜や薬剤を付与することができる。
【００１２】
　金属含有樹脂被膜層に含まれる金属としては、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、
亜鉛、白金、チタン、コバルト、ベリリウム、パラジウムなどの金属、またはこれらの金
属を含む合金などの導電性を有するものが用いられ、さらに導電性カーボンも本発明では
金属に含まれる。これらの中でも、特に、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケルの中から
選ばれる少なくとも一種以上が含まれていることが好ましい。さらには、壁紙に抗菌性や
防かび性が発現することから、銀など抗菌性の高い金属がより好ましい。
　これらの金属の平均粒子径は、電磁波シールド性がより高くなることから、０．１～２
０．０μｍであることが好ましい。その形状は、球状、針状、鱗片状等いずれであっても
よいが、表面抵抗を下げる観点からは鱗片状のものが好ましく、さらに好ましくは鱗片状
の金属の中にこれに比べて平均粒子径が小さい金属粒子が少量混ざっているものである。
【００１３】
　金属含有樹脂被膜層の樹脂成分としては特に制限はなく、例えば、ポリウレタン系、ポ
リエステル系、ポリアミド系、アクリル系、シリコーン系、ポリフッ素系、ポリエチレン
系、スチレンブタジエン系、ニトリルブタジエン系、エポキシ系などの合成樹脂を用いる
ことができる。これらの合成樹脂は、溶剤に溶解した溶液、水に乳化分散したエマルジョ
ン、チップ状の固形体などの形態で入手できる。
【００１４】
　金属含有樹脂被膜層中の金属含有量は、１０～９５質量％が好ましく、５０～９０質量
％がさらに好ましい。金属種によって金属含有量の好ましい領域は異なるが、必要以上に
多くなると、柔軟性が阻害され、また少なすぎると電磁波シールド性が十分に発揮されな
い。
　金属含有樹脂被膜層の厚さは特に制限されないが、壁紙として使用しやすいことから、
通常５～２０００μｍ程度であり、好ましくは５～８０μｍである。
【００１５】
　金属含有樹脂被膜層の表面抵抗は、電磁波シールド機能が十分に発揮されることから、
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５Ω／ｓｑ以下であることが好ましく、１Ω／ｓｑ以下であることがさらに好ましい。こ
のような表面抵抗は、上記の金属の種類、添加量、金属含有樹脂被膜層の厚み、後述する
製造方法を適切に組み合わせることで発現する。
　ここで、表面抵抗は、表面抵抗測定器を用い、ＪＩＳ　Ｋ－７１９４に準拠して測定さ
れた値のことである。
【００１６】
　また、壁紙基材と金属含有樹脂被膜層とを接着剤を用いてラミネートすることが好まし
い。壁紙基材と金属含有樹脂被膜層とを接着剤を用いてラミネートすれば、金属含有樹脂
被膜層を薄く均一にでき、電磁波シールド性と柔軟性とを同時により高くできる。また、
接着剤で接着すれば、揉みに対する耐久性を高くすることもできる。
　接着剤としては公知のものを用いることができるが、ウレタン樹脂やポリエステル樹脂
が好ましい。さらに、耐久性の観点からは架橋剤を併用するとよい。架橋剤としては特に
限定されないが、イソシアネート系化合物を好ましく用いることができる。
　また、電磁波シールド性がより高くなることから、接着剤の中には、金属含有樹脂被膜
層に含有させることができる前述の金属が含まれていることが好ましい。その際、金属添
加量の範囲は金属含有樹脂被膜層と同じである。
　接着剤は点状に付与されてもよいし、フィルム状にして金属含有樹脂被膜層と壁紙基材
との間の全面に付与されてもよい。
【００１７】
　電磁波シールド壁紙には、必要に応じて、壁との接触面に予め接着剤あるいは粘着剤が
付与されていてもよい。接着剤あるいは粘着剤を付与すれば、壁に貼り付ける際の糊付け
作業を省略でき、簡便に施工できる。
　接着剤あるいは粘着剤を付与する面は金属含有樹脂被膜層の面であってもよいし、壁紙
基材の面であってもよい。
　接着剤あるいは粘着剤が付与された電磁波シールド壁紙の好ましい形態としては、金属
含有樹脂被膜層が壁紙基材の一方の面に設けられた電磁波シールド壁紙であって、金属含
有樹脂被膜層が設けられていない側の壁紙基材の面に、粘着剤からなる粘着剤層が設けら
れたものが挙げられる。なお、両面に金属含有樹脂被膜層が設けられた電磁波シールド壁
紙では、どちらか一方の面に粘着剤層を設けることができる。
　ただし、後述する壁紙化粧用被膜層が設けられている場合には、その壁紙化粧用被膜層
が設けられている面の反対の面に接着剤あるいは粘着剤を付与することが好ましい。
【００１８】
　また、電磁波シールド壁紙には、必要に応じて、壁紙基材上、好ましくは金属含有樹脂
被膜層上に壁紙化粧用被膜層を設けることができる。壁紙化粧用被膜層が設けられていれ
ば意匠性がより向上する。
　壁紙化粧用被膜層は、壁紙用に用いられている公知の樹脂や紙で構成されるが、中でも
塩化ビニル樹脂やポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリプロピレン等のポ
リオレフィンで構成されることが好ましい。壁紙化粧用被膜層の構成成分が塩化ビニル樹
脂やポリオレフィンであれば、壁紙の外観や触感などの質感、防炎性能、耐久性、エンボ
ス加工や着色などの化粧性に優れる。これらの性能を発揮させるため、壁紙化粧用被膜層
を構成する樹脂中には可塑剤、防炎剤、紫外線吸収剤等の公知の添加剤を含んでいてもよ
い。しかも、塩化ビニル樹脂やポリオレフィンは安価であるから、壁紙化粧用被膜層を設
けてもコストの上昇は小さい。
【００１９】
　ここで、壁紙化粧用被膜層が塩化ビニル樹脂やポリオレフィンで構成される場合には、
金属含有樹脂被膜層の樹脂成分がポリウレタン樹脂であることが好ましい。塩化ビニル樹
脂溶液やポリオレフィン溶液とポリウレタン樹脂とは相性がよいため、ポリウレタン樹脂
を含む金属含有樹脂被膜層上に塩化ビニル樹脂樹脂溶液等を直接塗布することが可能であ
る。従って、製造方法の詳細は後述するが、金属含有樹脂被膜層上に壁紙化粧用被膜層を
簡単に設けることが可能である。
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　なお、塩化ビニル樹脂溶液等をアルミ箔などの導電性金属箔上に塗布すると、樹脂溶液
が箔上ではじかれてしまうため、樹脂溶液を塗布することができない。従って、導電性金
属箔上に直接樹脂溶液を付与し、壁紙化粧用被膜層を設けることができない。
【００２０】
　また、この壁紙化粧用被膜層は発泡タイプのものであってもよく、さらに、エンボス加
工等を行って凹凸模様を付与したものや、グラビアロール、オートスクリーン、インクジ
ェットプリンターなどによってプリント柄が形成されたものであってもよい。
【００２１】
　このような電磁波シールド壁紙は、１０ＭＨｚ～１ＧＨｚ領域の電磁波電界成分の全域
において、３０ｄＢ以上の電磁波シールド性能を有することが好ましい。１０ＭＨｚ～１
ＧＨｚ領域の電磁波電界成分の全域において、３０ｄＢ以上の電磁波シールド性能を有し
ていれば、十分に電磁波をシールドできる。
　ここで、電磁波シールド壁紙の電磁波シールド性能は、ＫＥＣ法（電界）に準拠して測
定された値である。
【００２２】
　以上説明した電磁波シールド壁紙では、導電性を有する金属含有樹脂被膜層を有してお
り、この金属含有樹脂被膜層がシールド層になって電磁波をシールドできる。また、この
金属含有樹脂被膜層は、金属を含む樹脂成分からなるので、柔軟性を有しており、ロール
の巻き癖がほとんど無く、施工性に優れる。また、この電磁波シールド壁紙は、強く折れ
曲げたりしても折れ皺や折れ筋の跡が残らないので、施工後の意匠性が高い。さらには、
導電性金属膜を貼り付ける職人を必要としないため、職人を雇うための費用を必要とせず
、また、職人のスケジュールに合わせる必要もなくなり、工事期間を短くできる。
【００２３】
　本発明の電磁波シールドルームは、上述した電磁波シールド壁紙が貼り付けられた部屋
である。十分な電磁波シールド性を発揮させるためには、壁全面に電磁波シールド壁紙を
貼り付けることが好ましいが、窓、ドア、コンセント等に関しては、要求される電磁波シ
ールド性能に応じて適宜必要な処置を採ればよい。
【００２４】
　また、電磁波シールド壁紙の継ぎ目（つき合わせ部）に電磁波シールド性能を有する補
強テープを使用すると、電磁波シールドルームのシールド性能を向上させることができる
。この補強テープは、壁紙基材と石膏ボードやコンクリート壁等の壁基材との間、壁紙化
粧用被膜層の表面、及び金属含有樹脂層の表面等任意の場所に設置することが可能である
。意匠性の観点からは、補強テープは目に触れない場所に設置することが好ましく、例え
ば、石膏ボードと壁紙基材との間に設置することが好ましい。また、電磁波シールド性の
観点からは、補強テープとして導電性材料からなる導電性テープ等を用い、電磁波シール
ド壁紙の金属含有樹脂被膜層同士を電気的に低抵抗で接続することが好ましい。前記導電
性テープは、導電性金属や導電性カーボンを含む金属含有樹脂被膜や金属箔などからなる
。その結果、１０ＭＨｚ～１ＧＨｚ領域の電磁波電界成分の全域において、３０ｄＢ以上
の電磁波シールド性能を有する電磁波シールドルームを作製できる。
　ここで、電磁波シールド壁紙の継ぎ目（つき合わせ部）は、１枚の電磁波シールド壁紙
の継ぎ目であってもよいし、複数枚の電磁波シールド壁紙の継ぎ目であってもよい。
【００２５】
　また、電磁波シールド壁紙の継ぎ目（つき合わせ部）の金属含有樹脂被膜層同士を導電
性材料で接続せず、シールド性補強テープを使用しない場合でも、１０ＭＨｚ～１ＧＨｚ
領域、特に２５ＭＨｚ～１ＧＨｚ領域の電磁波電界成分の全域において、１０ｄＢ以上、
特に２０ｄＢ以上の電磁波シールド性能を有する電磁波シールドルームを作製できる。な
お、このことは、１０ＭＨｚ～１ＧＨｚ領域以外の領域で１０ｄＢ以上の電磁波シールド
性能を発現しないと言う意味ではない。すなわち、１０ＭＨｚ～１ＧＨｚ領域以外の領域
、特に１０ＭＨｚ未満および１ＧＨｚ～１０ＧＨｚの領域でも１０ｄＢ以上の電磁波シー
ルド性能を有する電磁波シールドルームを作製することは可能である。
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　上述したように、電磁波シールド壁紙の継ぎ目の金属含有樹脂被膜層同士を導電性材料
で接続しなくても、電磁波シールド性能に優れた電磁波シールドルームが得られるのは、
電磁波シールド壁紙の電磁波シールド性が優れていると共に、電磁波シールド壁紙が柔軟
であり、折れ皺ができにくく、形状維持性が小さいため、施工しやすく、つき合わせ部に
隙間が殆ど発生しないためである。
　ここで、電磁波シールドルームの電磁波シールド性能は、ミルスタンダード２８５に準
じて測定する値である。
【００２６】
　この電磁波シールドルームは、施工性に優れた上記電磁波シールド壁紙が貼り付けられ
た部屋であるが、電磁波シールド壁紙の施工性が優れていることから、その寸法を大きく
することもできる。寸法の大きい電磁波シールド壁紙を用いれば、壁紙の継ぎ目の数を少
なくできるから、結果的に、電磁波シールドルームの電磁波シールド性を向上させること
ができる。
【００２７】
　壁紙化粧用被膜層を有さない電磁波シールド壁紙を用いた場合には、意匠性を高めるた
めに、電磁波シールド壁紙を壁に貼り付けた後、電磁波シールド壁紙上に化粧層を付与し
てもよい。
　また、電磁波シールド壁紙を壁に貼り付ける際には、一般的に使用されている接着剤を
使用することができるが、導電性接着剤を用いれば、電磁波シールド性をさらに高めるこ
とができる。
【００２８】
　次に、本発明の電磁波シールド壁紙の製造方法について説明する。この製造方法は、壁
紙基材上に金属含有樹脂被膜層を設ける金属含有樹脂被膜層形成工程を有している。
　壁紙基材上に金属含有樹脂被膜層を設ける方法としては、次のような方法を採用できる
。
（１）離型紙上に金属含有樹脂溶液を塗布、乾燥して金属含有樹脂被膜層を設けた後、こ
の金属含有樹脂被膜層上に接着剤をグラビアコーター、パイプコーター、ナイフコーター
など公知の加工機を用いて付与し、必要に応じて乾燥し、金属含有樹脂被膜層と壁紙基材
とを熱圧着するラミネート法。
（２）壁紙基材上に金属含有樹脂溶液をパイプコーター、ナイフコーターなど公知の加工
機を用いて付与し、必要に応じ乾燥して金属含有樹脂被膜層を設けるダイレクトコーティ
ング法。
（３）溶融状態の金属含有樹脂をＴダイなどにて押し出し、その押し出した金属含有樹脂
を壁紙基材上に積層する溶融ラミネート法。
【００２９】
　これらのようにして壁紙基材上に金属含有樹脂被膜層を設けることにより、電磁波シー
ルド壁紙を容易に製造することができる。特に、（１）のラミネート法で製造した場合は
、金属含有樹脂被膜層が薄く均一にできるため、薄くても電磁波シールド性が高く、しか
も、柔軟性を高くできる。また、後述する加熱処理を施すことができるため、電磁波シー
ルド性をより高くできる。
【００３０】
　この製造方法では、金属含有樹脂被膜層を１回以上加熱処理する加熱工程を有している
ことが好ましい。加熱工程を有していれば、電磁波シールド壁紙の寸法安定性および導電
性金属間の接触面積を増加させて表面抵抗を低下させることができる。
　加熱工程は、金属含有樹脂被膜層が設けられた後であればどのタイミングで行ってもよ
く、例えば、金属含有樹脂被膜層形成工程あるいは後述の壁紙化粧用被膜層形成工程と同
時であってもよいが、壁紙化粧用被膜層形成工程前であることが好ましい。
　加熱工程における加熱温度は、過度のエネルギーを消費せずに電磁波シールド性を高く
できることから、５０～２００℃であることが好ましく、１００～２００℃であることが
さらに好ましい。
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【００３１】
　さらに好ましくは、電磁波シールド性がより一層高くなることから、加熱工程の際に、
プレス加工やカレンダー加工などのような加工法により加圧処理するとよい。ここで、加
圧処理は、加熱処理と同時に行うことが好ましい。さらに、加熱処理の効果が特に発揮さ
れることから、加熱温度５０～１５０℃で加熱処理した後、加熱温度５０～２００℃で加
圧処理することが特に好ましい。
【００３２】
　また、この製造方法は、壁紙化粧用被膜層を付与する壁紙化粧用被膜層形成工程を有す
ることができる。この壁紙化粧用被膜層形成工程では、下記の（４）～（６）の公知の方
法を採用できる。
（４）上述の（１）～（３）の方法で製造された電磁波シールド壁紙の一方の面に壁紙化
粧用樹脂溶液をパイプコーター、ナイフコーターなど公知の加工機を用いて付与し、必要
に応じ乾燥して壁紙化粧用被膜層を設けるダイレクトコーティング法。
（５）離型紙上に壁紙化粧用樹脂溶液を塗布、乾燥して壁紙化粧用被膜層を設けた後、こ
の壁紙化粧用被膜層上に接着剤をグラビアコーター、パイプコーター、ナイフコーターな
ど公知の加工機を用いて付与し、必要に応じ乾燥して、上述の（１）～（３）の方法で製
造された電磁波シールド壁紙の一方の面に熱圧着するラミネート法。
（６）溶融状態の壁紙化粧用樹脂をＴダイなどにて押し出しし、上述の（１）～（３）の
方法で製造された電磁波シールド壁紙の一方の面上に積層するラミネート法。
【００３３】
　さらに、（４）～（６）で壁紙化粧用被膜層を付与して製造された電磁波シールド壁紙
について、次の（７）あるいは（８）の加工を施せば、電磁波シールド壁紙の意匠性をよ
り高くできる。
（７）壁紙化粧用被膜層上に、グラビアロール、オートスクリーン、インクジェットプリ
ンターなどの公知のプリントシステムを用いてプリント柄を付与する。
（８）壁紙化粧用被膜層を、１７０℃～２４０℃、１分～３分加熱処理して、壁紙化粧用
被膜層を発泡させた後、１８０℃～２２０℃でエンボス加工を施し、凹凸柄を付与する。
但し、エンボス柄によっては電磁波シールド性を低下させることがあるから、電磁波シー
ルド性を低下させないようなエンボス加工を施すことが好ましい。
　また、市販されている塩化ビニル樹脂製、ポリオレフィン製、紙製などの壁紙を壁紙化
粧用被膜層として用いてもよい。上述の（１）～（３）の電磁波シールド壁紙の金属含有
樹脂層上または市販の壁紙の裏面に、接着剤をグラビアコーター、パイプコーター、バー
コーターなど公知の加工機を用いて付与し、必要に応じ乾燥して、電磁波シールド壁紙と
市販の壁紙とを貼り合わせることによっても壁紙化粧用被膜層を付与することができる。
　このような壁紙化粧用被膜層形成工程を有していれば、電磁波シールド壁紙の意匠性を
より向上させることができる。
【実施例】
【００３４】
　次に実施例により、本発明をさらに詳しく説明する。
（実施例１）
　鱗片状の銀粒子（平均長径６μｍ 、平均短径２μｍ）３６質量％と、ポリウレタン樹
脂４質量％と、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）／トルエン（ＴＯＬ）からなる
混合溶媒（ＤＭＦ３０質量％／ＴＯＬ７０質量％）６０質量％とを含む銀含有ポリウレタ
ン樹脂液を調製した。次いで、この銀含有ポリウレタン樹脂液を、乾燥後の金属含有樹脂
被膜層の厚さが１０μｍになるように離型紙上にコンマコーターで塗布し、１２０℃で３
分間乾燥して金属含有樹脂被膜層を設けた。この金属含有樹脂被膜層中の銀含有率は９０
．０質量％であった。
　次いで、２液ポリウレタン樹脂３０質量％と、架橋剤イソシアネート１２質量％と、メ
チルエチルケトン（ＭＥＫ）溶剤５８質量％とからなる接着剤を調製した。次いで、この
接着剤を、乾燥後の金属含有樹脂被膜層と接着剤層との合計の厚さが１５μｍになるよう
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に金属含有樹脂被膜層の上にコンマコーターで塗布し、１２０℃で３分間乾燥して接着剤
層を設けた。そして、接着剤層上に、壁紙基材として坪量（ｍ２ 当たり）１５０ｇの不
燃紙を貼り合わせ、次いで、温度１２０℃、圧力０．４ＭＰａで熱圧着してラミネート加
工品を得た。このラミネート加工品を６０℃の雰囲気に２４時間放置して接着剤を十分に
硬化させた後、離型紙からラミネート加工品を剥離して、電磁波シールド壁紙を得た。
【００３５】
　得られた電磁波シールド壁紙を下記のように評価した。
＜金属含有樹脂被膜層の表面抵抗＞
　ロレスターＥＰ（三菱化学製）にて測定した。
＜電磁波シールド壁紙の電磁波シールド性能＞
　ＫＥＣ法（電界）にて１０ＭＨｚ～１ＧＨｚの領域で測定した。
＜形状の維持＞
　電磁波シールド壁紙を運搬用のロール形状にし、再び広げた際にロール時の形状を維持
するか、維持しないかを観察した。なお、ロールの形状を維持しない方が柔軟性に優れて
いる。
＜折れ皺の発生＞
　電磁波シールド壁紙を壁に貼り、その際の折れ皺の発生を観察した。
＜作業性＞
　電磁波シールド壁紙を壁に貼り、その作業性を評価した。
　上記評価の結果を表１に示す。
【００３６】
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【表１】

【００３７】
　また、以下のようにして、上述した電磁波シールド壁紙を使用して電磁波シールドルー
ムを作製したとともに、電磁波シールドルームの電磁波シールド性能を測定した。
＜電磁波シールドルームの電磁波シールド性能（挿入損失法）＞
　ミルスタンダード２８５に準拠して測定した。すなわち、９０ｃｍ×９０ｃｍのアクリ
ル板を設置できる窓が設けられ、アクリル板を取り付ける窓以外の部分は電磁波シールド
性を有している仕切り壁によって電波暗室を２つの部屋に仕切った。そして、アクリル板
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に、継ぎ目（つき合わせ部）が形成されないように１枚の電磁波シールド壁紙を貼り付け
た。そして、電磁波シールド壁紙を貼り付けたアクリル板を挟んで、一方の部屋に電磁波
送信アンテナを、他方の部屋に電磁波受信アンテナをアンテナ間距離２ｍ（各アンテナか
ら壁までの距離はそれぞれ１ｍ）で設置して２５ＭＨｚ～１ＧＨｚの領域で測定した。そ
の結果を表２に示す。
　なお、２００ＭＨｚおよび１０００ＭＨｚでは２回測定したが、２００ＭＨｚの１回目
の測定では２５ＭＨｚ～２００ＭＨｚ用アンテナを使用し、２００ＭＨｚの２回目の測定
では２００ＭＨｚ～１０００ＭＨｚ用アンテナを使用した。また、１０００ＭＨｚの１回
目の測定では２００ＭＨｚ～１０００ＭＨｚ用アンテナを使用し、１０００ＭＨｚの２回
目の測定では１０００ＭＨｚ～１００００ＭＨｚ用アンテナを使用した。
【００３８】
【表２】

【００３９】
（比較例１）
　実施例１と同様の不燃紙に、実施例１と同様の接着剤を、不燃紙と接着剤層との合計の
厚さが１５μｍになるようにコンマコーターを使用して直接コーティングし、１２０℃で
３分間乾燥して接着剤層を設けた。次いで、接着剤層の上に厚さ２０μｍのアルミニウム
箔を貼り合わせ、温度１２０℃、圧力０．４ＭＰａで熱圧着してラミネート加工品を得た
。得られたラミネート加工品を６０℃の雰囲気中に２４時間放置して接着剤を十分硬化さ
せて電磁波シールド壁紙を得た。この電磁波シールド壁紙の性能を表１に示す。
【００４０】
（実施例２）
　実施例１の金属含有樹脂被膜層を有する電磁波シールド壁紙において、金属含有樹脂被
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膜層表面に化粧用塩化ビニル樹脂液を直接コーティングした後、１５０℃で３分間乾燥し
て壁紙化粧用被膜層を設けて、実施例１の電磁波シールド壁紙とは別種の電磁波シールド
壁紙を得た。この電磁波シールド壁紙の性能を表１に示す。
【００４１】
（比較例２）
　比較例１のアルミニウム箔を有する電磁波シールド壁紙において、アルミニウム箔の表
面に、実施例１で使用した接着剤を、全体の厚さが１５μｍになるようにコンマコーター
を使用してコーティングした後、１２０℃で３分間乾燥して接着剤層を設けた。次いで、
この接着剤層の上に、化粧用塩化ビニル樹脂液をコーティングした後、１５０℃で３分間
乾燥して壁紙化粧用被膜層を設けて、比較例１の電磁波シールド壁紙とは別種の電磁波シ
ールド壁紙を得た。この電磁波シールド壁紙の性能を表１に示す。
　なお、この例では、アルミニウム箔表面に接着剤をコーティングしたので、接着性が良
好であったが、アルミニウム箔表面に化粧用塩化ビニル樹脂液を直接コーティングした場
合には、化粧用塩化ビニル樹脂液がアルミ箔上ではじいて樹脂を付与することができなか
った。
【００４２】
（実施例３）
　実施例２の電磁波シールド壁紙において、壁紙化粧用被膜層を２２０℃で１分間熱処理
して発泡させて、実施例２の電磁波シールド壁紙とは別種の電磁波シールド壁紙を得た。
この電磁波シールド壁紙の性能を表１に示す。
【００４３】
（比較例３）
　比較例２の電磁波シールド壁紙において、壁紙化粧用被膜層を２２０℃で１分間熱処理
して発泡させて、比較例２の電磁波シールド壁紙とは別種の電磁波シールド壁紙を得た。
この電磁波シールド壁紙の性能を表１に示す。
【００４４】
（実施例４）
　実施例３の電磁波シールド壁紙において、塩化ビニル樹脂発泡膜からなる壁紙化粧用被
膜層を２００℃で加圧処理してエンボス柄を付与して、実施例３の電磁波シールド壁紙と
は別種の電磁波シールド壁紙を得た。この電磁波シールド壁紙の性能を表１に示す。また
、実施例４の電磁波シール壁紙を用いて電磁波シールドルームを作製した。そして、以下
のように電磁波シールドルームの電磁波シールド性能を測定した。
【００４５】
＜電磁波シールドルームの電磁波シールド性能（挿入損失法）＞
　ミルスタンダード２８５に準拠して測定した。すなわち、９０ｃｍ×９０ｃｍのアクリ
ル板を設置できる窓が設けられ、アクリル板を取り付ける窓以外の部分は電磁波シールド
性を有している仕切り壁によって電波暗室を２つの部屋に仕切った。そして、アクリル板
に電磁波シールド壁紙を、該壁紙の継ぎ目（つき合わせ部）がアクリル板の縦方向の中央
（縦４５ｃｍの位置）に位置するように貼り付けた。このとき、つき合わせ部同士を補強
テープで接続しない方法、または、つき合わせ部の壁紙とアクリル板との間に電磁波シー
ルド性を有する補強テープを挿入してつき合わせ部同士を補強テープで接続する方法の２
種類の方法で壁紙を貼り付けた。ここで、補強テープとは、レーヨン紙の上に銀含有樹脂
被覆層を有し、電磁波シールド性能を有するテープのことである。そして、この補強テー
プのレーヨン紙をアクリル板に貼り合わせたので、補強テープの銀含有樹脂被覆層は電磁
波シールド壁紙の基材に接していた。したがって、つき合わせ部同士は補強テープによっ
ても電気的に導通されていなかった。
　そして、電磁波シールド壁紙を貼り付けたアクリル板を挟んで、一方の部屋に電磁波送
信アンテナを、他方の部屋に電磁波受信アンテナをアンテナ間距離２ｍ（各アンテナから
壁までの距離はそれぞれ１ｍ）で設置して２５ＭＨｚ～１ＧＨｚの領域で測定した。つき
合わせ部同士を補強テープで接続しない場合の結果を表３に、つき合わせ部同士を補強テ
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　なお、２００ＭＨｚおよび１０００ＭＨｚでは２回測定したが、２００ＭＨｚの１回目
の測定では２５ＭＨｚ～２００ＭＨｚ用アンテナを使用し、２００ＭＨｚの２回目の測定
では２００ＭＨｚ～１０００ＭＨｚ用アンテナを使用した。また、１０００ＭＨｚの１回
目の測定では２００ＭＨｚ～１０００ＭＨｚ用アンテナを使用し、１０００ＭＨｚの２回
目の測定では１０００ＭＨｚ～１００００ＭＨｚ用アンテナを使用した。
【００４６】
【表３】

【００４７】
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【表４】

【００４８】
（比較例４）
　比較例３の電磁波シールド壁紙において、塩化ビニル樹脂発泡膜からなる壁紙化粧用被
膜層を２００℃で加圧処理してエンボス柄を付与して、比較例３の電磁波シールド壁紙と
は別種の電磁波シールド壁紙を得た。この電磁波シールド壁紙の性能を表１に示す。
【００４９】
（実施例５）
　実施例１の金属含有樹脂被膜層を有する電磁波シールド壁紙において、金属含有樹脂被
膜表面に実施例１と同様の接着剤を、全体の厚さが１５μｍになるようにコンマコーター
を使用して直接コーティングした後、１２０℃で３分間乾燥して接着剤層を設けた。次い
で、接着剤層の上に、一般用紙壁紙として販売されている紙製の壁紙を壁紙化粧用被膜層
として貼り合わせ、温度１２０℃、圧力０．４ＭＰａで熱圧着してラミネート加工品を得
た。次いで、このラミネート加工品を６０℃雰囲気中に２４時間放置して接着剤を十分に
硬化させて、実施例１の電磁波シールド壁紙とは別種の電磁波シールド壁紙を得た。この
電磁波シールド壁紙の性能を表１に示す。
【００５０】
（実施例１～５、比較例１～４の結果）
　実施例１～５の金属含有樹脂被膜層を有する電磁波シールド壁紙は、比較例１～４のア
ルミニウム箔によるものと同程度の電磁波シールド性を有していた。その上、これらの電
磁波シールド壁紙は巻き回されていたが、そのときの形状を維持していなかった。すなわ
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ち、丸まった状態、カール状になっておらず、巻き癖が無く、柔軟性に優れていた。その
結果、作業性および施工性に優れており、また、折れ皺や折れ筋の跡が残らないので、施
工後の意匠性も良好であった。
　これに対して比較例１～４のアルミニウム箔を有する電磁波シールド壁紙は、実施例１
～５の電磁波シールド壁紙と電磁波シールド性は同等であるが、形状を維持する傾向があ
り、取扱いが難しく、作業性および施工性が悪かった。また、折れ皺や折れ筋の跡が所々
に残っていたので、施工後の意匠性が低かった。
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